
町内会長様

折りたたみ椅子 ５０脚
（重さ２㎏、高さ７４㎝、幅５２㎝

重さ３．６㎏、高さ７５㎝、幅４６㎝）

この事業は、宝くじの助成金

で整備しました。

テント ５張
（袋入・重さ３０㎏、長さ１６０㎝、

大きさ３ｍ×４.５ｍ）

音響機器
（アンプ１台、重さ１０㎏、

ワイヤレスマイク２本）

折りたたみ机 １０脚
（重さ１２．８㎏、長さ１８０㎝×幅６０ｃｍ

×高さ７２ｃｍ（折りたたみ時５ｃｍ））

テント・机・椅子の貸出し

町内会行事で活用！

帯広市町内会連合会では、町内会行事で活用いただけるテントなどを

購入し、町内会への貸出しをしています。

運動会や野遊会、レクリエーションなどの行事に

無料で貸出しますので、ぜひご利用ください。

～貸出し品一覧～

【帯広市町内会連合会事務局】

〒080-8６70 帯広市西5条南7丁目1番地

帯広市 市民活動課（庁舎3階）

電話 65-4130 メール active@city.obihiro.hokkaido.jp

※貸出内容、貸出申込は裏面をご覧ください。



 ① 申込開始日は、下表のとおり、使用月の３ヵ月前からとします。（仮予約も含む。）

     なお、開始日が土日･祝祭日に該当する場合は、翌営業日から受付いたします。

 ② 物品の貸出状況を、市町連事務局（帯広市役所3階　市民活動課）に、直接または 電話
  でご確認ください。貸出の可否を確認後、貸出日（使用日の前日から貸出可能）をお知らせ

  しますので、下記の「使用申込書」に必要事項を記入し、ご提出ください。

     (お電話の場合は仮予約となりますので、後日または貸出日に「使用申込書」をご提出ください。)

 ③ 貸出日に、帯広市役所地下駐車場から貸出しを行います。(音響以外は地下に備品を保管。)

 ④ 備品使用後は、清掃（草・泥などを取る）してから、市役所に返却願います。

 ⑤ 貸出期間の延長、備品の破損などが生じた場合は、市町連事務局担当者に直ちに連絡をお願

  いします（連絡先は、貸出時にお知らせします）。

 ⑥ 貸出・返却は、原則平日の午前9時～午後5時までとします。土日･祝祭日を希望される場合

  は、事務局にご相談ください。

　　代表者 役職； 　氏名； 　住所；　帯広市

電話番号；自宅　　　　　　　　　　　携帯番号

　　使用備品 テント 張

机 脚

椅子 脚

音響 台

　　使用内容 町内会行事名；

　　使用場所 施設名・住所いずれかを記載；

　　使用日時 実際に使用する年月日； 令和　　　年　　　月　　　日（　　）～

令和　　　年　　　月　　　日（　　）

使用時間； 午前・午後　　　時　　　～　　午前・午後　　時　まで

　　貸出期間 　令和　　　年　　　月　　　日（　　）　午前・午後　　　時　から

　令和　　　年　　　月　　　日（　　）　午前・午後　　　時　まで

　　その他 ※貸出内容や受け渡しについて希望がある場合は記入してください。

署名：
※借受中に備品を破損した場合は、私どもで現状復旧いたします。
   必ず署名をお願いします。

（　　　　　）

町内会名（団体名）

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

１．貸出の申込と注意事項について

２．使用申込書

帯広市町内会連合会 コミュニティ備品貸出要領

使用月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

申込開始日 1/1～ 2/1～ 3/1～ 4/1～ 5/1～ 6/1～ 7/1～ 8/1～ 9/1～ 10/1～ 11/1～ 12/1～


